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地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定により知事等関係機関から監査

の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとお

り公表する。 

 

令和７年４月 22日 

 

                        岐阜県監査委員  若 井 敦 子 

                        岐阜県監査委員  恩 田 佳 幸  

                        岐阜県監査委員  鈴 木 祥 一 

                        岐阜県監査委員  安 田 典 子 

                        岐阜県監査委員  飯 沼 敦 朗 
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Ⅰ 令和６年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和６年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 36 26   10   0 

指導事項 70 61 8 1  

検討事項 1 0 0 1 

計 107  87   18  2 

 

※「今回措置を講じたもの」については、令和７年３月26日、同月28日、同月31日及び４月11日に知事

等関係機関から通知があったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置     

 

１ 令和６年度 

（１）監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜保健所 公務のため職員が公用車を運転中、 

赤信号を見落として交差点へ進入した 

際、右方から青信号に従い直進してき 

た小型乗用自動車と衝突し、車両を破 

損させるとともに、運転者を負傷さ  

せ、さらにその衝突により当該車両が 

左方から進行してきた軽乗用自動車と 

衝突したことにより、車両を破損さ  

せ、運転者及び同乗者を負傷させた交

通事故について、損害賠償金として 

6,433,928円の費用負担が発生すると 

ともに、公用車が廃車（取得価格 

1,027,950円）となっていたので、再

発防止の徹底を図られたい。 

本事案は、職員の前方不注意により赤信号

を見落とし、交差点へ進入したことで発生し

たものである。 

事故後、事故を起こした職員に対しては、

所属長から安全運転と再発防止を徹底するよ

う指導するとともに、令和５年度に３回、令

和６年度に１回、所轄の警察署から講師を招

聘し、全職員に対して安全運転の意識啓発に

係る職場研修を実施した。 

今後も定期的に職場研修を実施するととも

に、朝礼や出張前等、機会をとらえて交通安

全について職員に声掛けを行い、交通事故防

止の徹底に努める。 
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農政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

国際園芸アカデ

ミー 

 

 

令和４年度の事務机等の購入に係る

支出事務において、債権者に対する１

件351,120円の支払が14日遅延したこと

により、令和６年２月21日に遅延利息 

300円が支払われていたので、今後は適

正に処理されたい。 

 

本事案は、所属内のチェックが不十分であ

ったことにより、15日払いで処理するところ

を30日払いとしたものである。 

指摘を受け、職員に対し、岐阜県会計規

則、同取扱要領及び審査の手引きにより、支

払遅延防止について再周知を行った。  

今後は、会計事務全般において同規則等を

遵守するとともに、会計員、出納員双方のチ

ェック体制を強化し、再発防止に努める。 

  

都市建築部 

機関名 監査結果 講じた措置 

都市公園課 県が貸主となる定期建物賃貸借の収

入事務及び契約事務において、次の不

適正な事項が認められたので、速やか

に措置するとともに、今後は適正に処

理されたい。 

１ 特別な理由がないにもかかわら

ず、納入通知書の発付が遅延し、賃

貸日の初日（令和５年４月１日）か

ら３か月以上経過した後に収納され

ていた。 

２ 「岐阜県が行う契約からの暴力団

排除に関する措置要綱」等に基づ

き、契約解除に関する条文及び暴力

団等から不当介入を受けた場合の警

察への通報義務を契約書等に追加し

ていなかった。 

 

 

１ 本事案は、貸し付けている建物内の施設 

における営業料の調定を例年７月頃に実施 

していることから、当該営業料の納入通知 

と合わせて、建物賃貸料の納入通知書を発 

付してしまったものである。 

再発防止を図るため、担当者、担当係

長、会計員及び出納員で岐阜県会計規則及

び同規則取扱要領の該当部分を確認すると

ともに、業務引継書に記載することで、担

当者の交替に伴う事務の遺漏がないよう、

理解の徹底を図った。 

２ 本事案は、当該契約が「岐阜県が行う契 

約からの暴力団排除に関する措置要綱」の 

施行前に締結されたものであるが、当該要 

綱の効力が締結済の契約に及ぶため、その

内容を踏まえた変更契約が必要であること

を担当者が認識しておらず、また、課内の

確認体制も不十分であったことによるもの

である。 

令和６年11月１日付で、当該要綱等に基 

づき、契約解除等に関する条文を契約書に 

追加する内容の変更契約を締結した。ま 

た、再発防止を図るため、担当者、担当係 

長、会計員及び出納員で当該要綱を確認 

し、理解の徹底を図った。 
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今後は、関係法令等に則った適正な事務処

理を実施するべく、担当者、担当係長、会計

員及び出納員の複数人によるチェック体制を

強化していく。 

 

県事務所 

機関名 監査結果 講じた措置 

可茂県事務所 

 

旅行業登録申請手数料の収入事務に

おいて、第三種旅行業の新規登録に係

る申請書の提出があった際、当該申請

書に旅行業登録申請手数料として必要

な岐阜県収入証紙ではなく、収入印紙

（以下「印紙」という。）が貼付されて

いたにもかかわらず消印し、新しい印

紙に交換できなくした件について、損

害賠償金（消印した印紙相当分）とし

て21,000円の費用負担が発生していた

ので、今後は適正に処理されたい。 

当該事案は、申請手数料として貼り付けら

れていた券種を十分確認することなく消印し

てしまったために発生したものである。 

今後は、申請書を受理した際は、貼り付け

られている券種を複数名の職員で確認してか

ら消印するよう徹底し、再発防止に努める。 

恵那県事務所 恵那総合庁舎駐車場において、車両

が走行した際、側溝の蓋が跳ね上がっ

たことにより、当該車両を損傷させた

１件の毀損事故について、損害賠償金

として336,382円の費用負担が発生して

いたので、施設管理について一層の徹

底を図り、事故防止に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事案は、駐車場内に設置されたグレーチ

ング（側溝の蓋）を支えるコンクリート部分

が、経年劣化により欠損していたため、来庁

者の車両が当該箇所を通過した際にグレーチ

ングが跳ね上がったことにより発生した事故

である。 

事故原因となったグレーチングは即日撤去

し、新たなグレーチングに交換した。 

また、再発防止を図るため、令和６年７月

に庁舎敷地内に設置されている全てのグレー

チングについて安全点検を実施した。 

今後も定期的に安全点検を実施するととも

に、施設の異状や危険箇所を発見した時は、

直ちに立入制限措置を講じて事故防止に務め

るよう、庁舎管理関係職員及び庁舎管理を委

託する事業者に対して周知徹底を図り、施設

内事故の未然防止と一層の安全確保に努め

る。 

 

教育委員会   

機関名 監査結果 講じた措置 
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郡上北高等学校 高等学校入学金の収入事務におい

て、現金を収納したときは、その日に

指定金融機関等に払い込むべきとこ

ろ、特別の理由がないにもかかわら

ず、払込みが収納日の翌日から起算し

て６日から10日遅延しているものがあ

ったので、今後は適正に処理された

い。 

 

 

本事案は、現金の収納時における会計員と

出納員との連携及び確認が徹底されていなか

ったことにより、事務部内の金庫に高等学校

入学金を保管していることを失念し、速やか

に金融機関へ払い込むことができなかったも

のである。 

今後は、現金を収納したときは、会計員と

出納員とが連携し、現金の適正な管理及び金

融機関への迅速な払い込みを徹底し、再発防

止に努める。 

物品の管理事務において、次の不適

正な事項が認められたので、今後は適

正に処理されたい。 

１ コンテンツデータ配信システムな

ど３件（取得価格計783,674円）を亡

失していた。 

２ 令和４年度の現物実査において、

当該物品のうち２件の所在が確認で

きないなど物品一覧表との不突合が

生じていたにもかかわらず、不突合

がないものとして所属長へ報告して

いた。 

 

本事案は、職員の物品管理に対する意識や

現物実査の実施方法等についての認識が不十

分であったことにより生じたものである。 

指摘を受け、職員会議において亡失の事実

及び原因、並びに物品の管理責任について周

知し、物品管理に係る意識の向上を図った。 

 また、物品を廃棄処分する際には、「物品

処分フロー図」に基づき、供用主任者と事務

職員が連携し、対応することを徹底した。 

また、現物実査において物品一覧表との不

突合が生じているものについては、その原因

を明らかにし、事実を速やかに所属長へ報告

することを徹底し、再発防止に努める。 

 

公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

装備施設課 

 

 

令和５年度の岐阜県警察本部庁舎常

用発電設備保守点検業務委託に係る契

約事務において、委託料総額の支払方

法として、支払時期毎に支払金額を定

めていたが、令和６年１月から３月分

の委託料の合計金額と消費税及び地方

消費税額をそれぞれ1,069,090円、 

97,190円とすべきところ、それぞれ

1,069,060円、97,160円と誤記してい

た。 

当該契約の支払金額の内訳を修正す

るため、債務負担行為を設定すること

なく地方自治法上、本来、契約を締結

することができない事業年度終了後の

本事案は、契約書の支払区分の金額誤りを

是正するため、変更契約を締結した際に、担

当者の事業年度に対する認識が不十分であっ

たこと、決裁過程の確認が不十分であったこ

とにより生じたものである。 

 指摘後、担当者に対し地方自治法等に基づ

く変更契約について指導を行うとともに、誤

記の原因となった支払区分の金額欄等契約内

容について、複数人による確認を徹底し、チ

ェック体制の強化を図った。 

今後も、契約を含む会計事務全般において

規則等を遵守し、再発防止に努める。 
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令和６年４月１日付けで令和５年度に

係る変更契約を締結し、令和５年度予

算で令和６年１月から３月分の支払を

行っていたので、今後は適正に処理さ

れたい。 

大垣警察署 物品の管理事務において、次の不適

正な事項が認められたので、速やかに

措置するとともに、今後は適正に処理

されたい。 

１ 電気冷蔵庫１台（取得価格93,000

円）が誤廃棄されていた。 

２ 令和４年度の現物実査において、

当該物品の所在が確認できないなど

物品一覧表との不突合が生じていた

にもかかわらず、不突合がないもの

として所属長へ報告していた。 

３ 当該物品の処分に係る経費（家電

リサイクル券購入費）が親睦会費か

ら支払われていた。 

本事案は、老朽化した電気冷蔵庫を親睦会

で購入した物と誤認し正規の手続を経ず処分

し、令和５年度の物品現物実査において発覚

したものである。 

指摘後、令和６年10月11日に大垣警察署親

睦会に対し、当該物品の処分に係る経費（家

電リサイクル券購入費）を支払った。 

各職員に対しては、県有備品の取扱いの重

要性等意識付けを行い、紛失や誤廃棄の防止

に努め、適正に管理するよう周知した。ま

た、現物実査では備品整理票添付の確認を行

うとともに、２名以上の目視により確実に現

物確認を行うよう徹底を図った。 

今後も朝会等機会あるごとに注意喚起を図

り、再発防止に努める。 

公務のため車両を鑑識する際、ワイ

パーを倒したことにより当該車両を損

傷させた１件の毀損事故について、損

害賠償金289,527円が支払われていたの

で、職員の毀損事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

本事案は、不注意により被害車両のワイパ

ーを倒し、金属製の柄をフロントガラスに打

ち付け、同ガラスを損傷させたものである。 

事案発生後、朝会等において、署員に対し

事案発生の状況を説明の上、鑑識等作業中に

は、相勤者との連携を図って事故防止に努め

るよう徹底を図った。また、当事者には、個

別に指導を実施した。 

今後も朝会等機会あるごとに、毀損事故防

止について注意喚起を図り、再発防止に努め

る。 

 

（２）監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

総務部 

機関名 監査結果 講じた措置 

法務・情報公開

課 

公務中に移動式書棚を損傷させた２

件の毀損事故について、修繕料115,500

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

本事案は、書棚を移動中にハンドルロック

をかけたため、ロックレバー部分に想定外の

負荷がかかり、当該部分が破損してしまった

ものである。 

 本事案を受け、令和５年４月11日開催の県
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庁舎運用推進連絡調整会議において書庫利用

時の注意事項について周知するとともに、

「県庁舎移動式書棚の適正管理のための要 

領」を制定し、同月17日付けで各所属へ周知

した。併せて注意喚起文書（「書庫利用に関

する注意事項等について」）を同日付けで発

出した。 

 その後も、令和６年11月28日開催の県庁舎

運用推進連絡調整会議において、移動式書棚

の適正な使用と管理について再度周知した。 

今後とも、県庁舎運用推進連絡調整会議等

で移動式書棚の適正な使用と管理について周

知し、再発防止に努める。 

 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜保健所 不用品の売払いに係る契約事務にお

いて、随意契約を締結する際に必要な

見積書を徴取することなく、不用決定

前に原材料としての価値を調査するた

めに参考として入手した見積書を契約

に必要な見積書としていたので、今後

は適正に処理されたい。 

 

 

 

 

本事案は、不用品の売払いに係る契約事務

において、原材料の価値を調査するために参

考見積書を徴取したものの、随意契約を締結

する際に参考見積書を正規見積書と誤認し、

再度見積書を徴取しなかったものである。 

見積書の徴取に関して、岐阜県会計規則取

扱要領第141条関係の規定について、会計担当

者全員で再確認を行った。 

今後は、随意契約を締結する際には、必要

な見積書を徴取し、複数の職員による確認を

徹底し、再発防止に努める。 

 

商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

障がい者総合就

労支援センター 

プリンター修繕に係る契約事務にお

いて、随意契約を締結する際に必要な

見積書が徴取されていなかったので、

今後は適正に処理されたい。 

予定価格が３万円を超える契約について

は、見積書の徴取が必要であることを、執行

担当者及び上席職員、出納員ともに承知して

いたが、本事案については、決裁文書の回議

中、見積書の徴取を失念していることに、い

ずれの職員も気付かなかったことによるもの

である。 

 指導を受け、予定価格が３万円を超える契

約については、見積書の徴取が必要であるこ

とを会計職員に周知徹底した。 
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今後も、契約の都度、契約相手方からの徴

取が必要な書類について、複数の職員で確認

するよう徹底を図り、再発防止に努める。 

 

農政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

西濃農林事務所 

 

物品の管理事務において、購入した

公用車の取得価格を3,130,410円として

物品登録すべきところ、検査登録手続

代行費用24,800円を含めた3,155,210円

で物品登録をしていたので、速やかに

措置するとともに、今後は適正に処理

されたい。 

 

今回の事案は、自動車を物品登録する際は

登録諸費用等を差し引いた金額とすることと

している「総合財務会計システムＦＡＱ」の

箇所を、担当者及び上席ともに認識していな

かったことにより発生した。 

  令和７年１月14日、購入した公用車の取得

価格を3,130,410円として物品登録の修正を

行った。 

指導を受け、会計事務を行う際には、岐阜

県会計規則はもとより、「総合財務会計シス

テムＦＡＱ」を確認するよう、会計事務担当

者、上席の係長及び出納員に周知徹底を図っ

た。 

 

県事務所 

機関名 監査結果 講じた措置 

可茂県事務所 

 

 

 

 

 

不用品の売払いに係る契約事務にお

いて、随意契約を締結する際に必要な

見積書を徴取することなく、不用決定

前に売払いの可能性を調査するために

参考として入手した見積書を契約に必

要な見積書としていたので、今後は適

正に処理されたい。 

当該事案は、見積書の徴取について、不用

決定前に売払いの可能性を調査する時点のみ

で足り、随意契約を締結する際に改めて徴取

する必要はないものと誤認していたものであ

る。 

 指導を受け、関係職員間で、当該事案を共

有するとともに、不用品の売払いに係る契約

事務の手続全般について、改めて確認、徹底

した。 

今後は、「物品処理フロー図」に基づき適

正な処理を徹底し、再発防止に努める。 

 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜高等学校 管理棟・教室棟・体育館外壁防水及

び内装修繕工事に係る契約事務におい

て、最低制限価格を設定する競争入札

にもかかわらず、最低制限価格を設定

本事案は、競争入札において最低制限価格

を設定する場合は、設定する理由、具体的な

設定方法等について、契約審査会の審査を受

ける必要があることを十分に理解していなか
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する理由や具体的な設定方法等につい

て、契約審査会の審査を受けていなか

ったので、今後は適正に処理された 

い。 

ったことによるものである。 

指導を受け、「契約審査会の設置について

（運用通知）」を事務職員全員で改めて確認

した。 

今後は、契約審査会における審査事項につ

いて、出納員及び会計員全員で契約審査会調

書の内容確認を徹底し、再発防止に努める。 

岐阜北高等学校 物品の管理事務において、令和５年

度の現物実査の対象物品に係る供用主

任者と同一の者が実査担当者に指定さ

れていたものがあったので、今後は適

正に処理されたい。 

本事案は、出納員及び担当者の認識不足に

より発生したため、物品の現物実査実施要領

に基づく手順等について再確認を行った。 

今後、同要領に基づき現物実査を実施して

いるか、計画及び実査後の段階において事務

職員複数人でチェックし、再発防止に努め

る。 

益田清風高等学

校 

益田清風高等学校焼却炉撤去工事に

係る契約事務において、最低制限価格

を設定する競争入札にもかかわらず、

最低制限価格を設定する理由や具体的

な設定方法等について、契約審査会の

審査を受けていなかったので、今後は

適正に処理されたい。 

本事案は、最低制限価格を超える競争入札

において、その設定理由や具体的な設定方法

について、契約審査会の審査を受ける必要が

あることを認識していなかったことによるも

のである。 

 指導後は、事務職員に対し「契約審査会の

設置について（運用通知）」にある審査事項

等を改めて周知した。 

今後は、出納員を含めた複数人で審査内容

の確認を行うことを徹底し、適正な事務処理

に努める。 

 


